
2024 年度日本学生支援機構奨学金 継続手続き（適格認定（学業等））について 
 

現在、日本学生支援機構（以下「機構」という）の奨学金を利用している方は、機構が定める基準を満たした奨学生と

して適格性を保ち続ける必要があります。適格であるかどうかは、毎年 1 回（12 月）スカラネット・パーソナルから提出

する「奨学金継続願」および学業成績を基に機構で認定を行います（これを「適格認定（学業）」と言います）。 

この度、適格認定（学業等）が実施されますので、対象者は以下案内をご確認のうえ、期限までに所定の手続きを行っ

てください。 

※省令改正により給付奨学生のスカラネット・パーソナル「奨学金継続願」入力は不要となりました。 

  その他の手続きで該当する場合のみ、行ってください。 

※貸与奨学生で「奨学金継続願」の手続きを行わなかった場合は、2025 年 3 月で奨学金が「廃止（貸与終了）」と 

  なり、4 月以降の奨学金は振り込まれません。 

 

＜参考：適格認定（日本学生支援機構ホームページより）＞ 

貸与奨学金： https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/taiyo/tekikaku_nintei.html 

給付奨学金： https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_gakuryoku.html 

 

▼対象者（12 月 16 日に奨学金担当よりメールでお知らせします） 
 

202４年 10 月末時点の状況 

スカラネット・パーソナル 
事情書

提出 「貸与額通知」 

確認対象者 

「奨学金継続願」 

入力対象者 

貸

与 

1 2024 年 11 月以前に奨学金が終了した者 対象外 対象外 対象外 

2 
2024 年 12 月～2025 年 2 月に奨学金が終了

する者 
対象外 対象外 対象外 

3 202５年 3 月に奨学金が終了する者 対象外 対象外 対象外 

4 （上記 1～3 を除く）奨学金が「振込中」の者 ○（月額 0 円を含む） ○（月額 0 円を含む） 対象外 

5 

（上記 1～3 を除く） 

奨 学 金 の 振 込 み が

「保留中」の者 

202３年 12 月

以降の奨学金振

込み 

有 ○（月額 0 円を含む） ○（月額 0 円を含む） 対象外 

無 対象外 対象外 対象外 

6 
「停止中」の者 

「休止中」の者 

202３年 12 月

以降の奨学金振

込み 

有 ○（月額 0 円を含む） 対象外 対象外 

無 対象外 対象外 対象外 

7 202４年 11 月以降に奨学金が採用となった者 対象外 対象外 対象外 

給

付 

適格認定において「廃止」「警告」に該当すること（可

能性含む）を自覚しており、その理由として災害、傷

病、社会的養護を必要とする等の斟酌すべきやむを得

ない事由がある方 

対象外 対象外 ○ 

上記に該当しない場合 対象外 対象外 対象外 

※給付奨学金との併給調整により第一種奨学金の貸与月額が 0 円となっている方も入力が必要です。 

※継続願入力対象者で奨学金の辞退を考えている方も入力が必要です。 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/taiyo/tekikaku_nintei.html
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_gakuryoku.html


▼手続き 
 

貸与奨学金［第一種・第二種］ 

【入力期限】2025 年 1 月 15 日（水） 

【手続案内】貸与奨学金継続手続き（適格認定（学業等））について 

【準備用紙】学部・準備用紙 

          大学院・準備用紙 

【スカラネット・パーソナル】 

https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/mypage/  

※入力可能時間は 8：00～25：00 です。 

※年末年始（12/29～1/3）はスカラネット・パーソナルが利用できませんので、 

  ご注意ください。 

※第一種・第二種どちらも利用している場合は、それぞれの奨学金番号で手続き 

  が必要です。 

給付奨学金【該当者のみ】 

適格認定において「廃止」「警告」に該当すること（可能性含む）を自覚しており、

その理由として災害、傷病、社会的養護を必要とする等の斟酌すべきやむを得な

い事由がある方 

【提出期限】2025 年 1 月 15 日（水） 

【提出書類】以下①②の書類を提出。 

 ①事情書    （A4 両面印刷） 

 ②証明書類（コピー可。羅災証明、診断書など） 

【提出先】学生課（郵送可） 

 

 

▼問い合わせ先 
 

東北医科薬科大学 学務部学生課（奨学金担当） 

TEL：022-234-4181（代表） 

E-mail：shogakukin@tohoku-mpu.ac.jp 

※平日 8：30～17：15（土日祝除く） 

※12/28（土）～1/5（日）までの期間は、大学休業期間（窓口閉鎖）となります。 

https://www.tohoku-mpu.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2024/12/2b33160309d7f143d0e14cc109d8ef6a.pdf
https://www.tohoku-mpu.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2024/12/76d9eef19ec19a703c7e9bcefd87501b.pdf
https://www.tohoku-mpu.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2024/12/e814add1a1a7191982dc739ae439b6ea.pdf
https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/mypage/
https://www.tohoku-mpu.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2024/12/c5c1aaad1347af3bef04aec86b9cc7df.pdf

